
　

徳
川
家
康
の
四
百
年
忌
に
当
た
る
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）、
広

島
で
は
、
二
百
年
ぶ
り
と
な
る
広
島
東
照
宮
「
通
り
御
祭
礼
」
が
復

活
開
催
さ
れ
、
約
五
五
〇
人
の
県
民
・
市
民
が
、
江
戸
時
代
の
武
士

や
町
人
の
衣
装
で
、
道
具
類
を
持
ち
行
列
に
参
加
し
ま
し
た
。
沿
道

に
は
七
万
二
千
人
（
主
催
者
発
表
）
の
観
客
が
祭
礼
行
列
を
温
か
く

見
送
り
ま
し
た
（
写
真
下
中
）。

　

江
戸
時
代
に
は
五
十
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
た
「
通
り
御
祭
礼
」
は
、 

城
下
の
士
民
が
楽
し
み
に
加
わ
り
ま
し
た
が
、文
化
十
二
年（
一
八
一
五
）

を
最
後
に
、
戦
争
や
原
爆
か
ら
の
復
興
の
た
め
、
開
催
が
見
送
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
平
成
十
年（
一
九
九
八
）の
一
部
復
活
を
除

い
て
、
今
回
が
二
百
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

文
化
十
二
年
の
行
列
は
、「
御
祭
礼
略
図
絵
」
や
「
知
新
集
」
で

知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
通
り
御
祭
礼
」
が
ど
の
よ
う
な
性
格
で
、

人
々
が
こ
の
祭
礼
を
ど
の
よ
う
に
見
て
、
参
加
し
た
か
、
長
い
中
断

の
た
め
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
当
館
で
は
「
通
り

御
祭
礼
」
開
催
を
前
に
、
ま
ず
六
月
二
十
七
日
か
ら
収
蔵
文
書
紹
介

展
「
広
島
東
照
宮
「
通
り
御
祭
礼
」
展
〜
二
百
年
振
り
に
復
活
す
る

城
下
町
の
祭
り
〜
」
を
開
催
し
、
さ
ら
に
、
多
く
の
方
に
こ
の
祭
礼

を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
九
月
十
七
日
か
ら
は
広
島
市
立
中
央
図

書
館
ロ
ビ
ー
へ
会
場
を
移
し
て
展
示
し
、
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し

た
（
写
真
下
右
）。

　

ま
た
、
こ
の
準
備
の
過
程
で
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）の
絵
図
（
写

真
上
）
や
、
神
輿
舁か

き
の
掛
け
声
に
関
す
る
新
し
い
資
料
（
写
真
下

左
）
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

広
島
は
原
爆
に
よ
っ
て
城
下
町
の
重
要
な
歴
史
遺
産
が
失
わ
れ
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く
豊
か
な
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
が
ち

で
す
。
今
後
も
こ
の
祭
礼
が
続
け
て
開
催
さ
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
続

く
広
島
の
歴
史
を
見
つ
め
な
お
す
契
機
に
な
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

（
西
村　

晃
）

上は「御祭礼御行烈略絵図」（吉井家文書 200612-
21），下左は「東照宮通り御祭礼に関する通達」（保
田家文書199603-2）。中は広島東照宮前を進む神輿
行列，右は広島市立中央図書館での展示

東
照
宮
「
通
り
御
祭
礼
」
と
県
立
文
書
館
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敗
戦
時
、旧
植
民
地
を
含
む
海
外
に
は
、六
六

〇
万
人
も
の
日
本
人
が
い
た
と
言
わ
れ
る
。
一

九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
末
ま
で
に
、
五
〇

〇
万
人
が
引
揚
者
・
復
員
者
と
し
て
日
本
の
土

を
踏
ん
だ
。
多
く
の
人
々
は
、
潜
在
的
な
失
業

者
と
し
て
再
起
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
野

村
（
現
福
山
市
、
左
図
）
に
も
多
く
の
引
揚
者

や
復
員
者
が
流
入
し
、
彼
ら
・
彼
女
ら
は
物
資

の
不
足
や
再
就
職
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
直
面

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
広
島
県
引
揚

同
胞
更
生
会
深
安
支
部
山
野
分
会
が
作
成
し
た

名
簿
を
用
い
て
、
引
揚
者
た
ち
の
行
動
の
一
端

を
追
跡
す
る
。

　

引
揚
者
の
受
け
入
れ

　

一
九
四
五
年
内
に
は
、
朝
鮮
に
居
住
し
て
い

た
人
々
を
中
心
と
す
る
引
揚
者
た
ち
が
、
山
野

村
に
流
入
し
た
。
四
六
年
の
五
月
か
ら
は
、
満

州
国
に
敗
戦
前
後
ま
で
居
住
し
て
い
た
人
々
の

引
揚
も
本
格
化
し
た
。
毎
月
十
名
以
上
の
引
揚

者
が
山
野
村
に
流
入
し
た
。
四
七
年
に
入
る
と
、

大
連
等
か
ら
の
引
揚
者
も
加
わ
っ
た（『
山
野
分

会　

№
２
』山
野
村
役
場
文
書
一
〇
一
四
一
）。

　

深
安
郡
海
外
引
揚
者
互
助
会
山
野
支
部
の
結 

成
届
書
が
山
野
村
長
へ
提
出
さ
れ
た
の
は
、
一

九
四
六
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
結
社
届
書
に

よ
れ
ば
、
同
会
山
野
支
部
は
「
引
揚
者
ノ
生
活

指
導
援
護
」
を
目
的
と
し
て
い
た（「
昭
和
二
十

一
年
二
月
勅
令
第
百
一
号
第
五
条
第
二
項
ニ
依

ル
結
社
届
綴
」『〔
引
揚
者
証
明
書
写
外
包
〕』山

野
村
役
場
文
書
四
〇
〇
八
）。な
お
、
こ
の
会
は
、

四
六
年
四
月
ご
ろ
に
は
、
す
で
に
活
動
を
開
始

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（『
戦
災
者
・
引

揚
者
・
義
勇
軍
物
資
配
給
台
帳
』
山
野
村
役
場

文
書
五
〇
〇
〇
）。

　

同
会
山
野
支
部
は
、
一
九
四
六
年
十
一
月
に

名
称
変
更
を
届
け
出
た
。
新
し
い
名
称
は
、
広

島
県
引
揚
同
胞
更
生
会
深
安
支
部
山
野
分
会
で

あ
る
。
こ
の
届
書
で
は
、
分
会
の
目
的
は
「
引

揚
者
ニ
対
ス
ル
応
急
援
護
諸
般
ノ
斡
旋
及
恒
久

的
更
生
施
設
ヲ
ナ
シ
其
ノ
奨
来
〔
マ
マ
〕
ノ
生

活
擁
護
確
立
ヲ
図
」
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い

る
（
前
掲
四
〇
〇
八
）。

　

引
揚
世
帯
・
引
揚
者
の
流
入
は
続
き
、
四
七

年
六
月
現
在
の
山
野
分
会
の
会
員
数
は
、
四
六

年
九
月
に
比
べ
、
一
八
世
帯
、
五
二
名
ほ
ど
増

加
し
た
（
表
１
）
。

　
引
揚
以
前
の
職
業

　

引
揚
者
た
ち
の
引
揚
前
の
職
業
は
、
表
２
の

通
り
で
あ
る
。
男
性
に
多
い
の
は
、
公
務
・
自

由
業
で
あ
る
。
公
務
・
自
由
業
の
多
く
は
、
朝

鮮
総
督
府
の
職
員
や
、
朝
鮮
・
満
州
国
の
警
察

官
で
あ
っ
た
。
工
業
の
内
訳
は
、
機
械
工
業
や

電
信
電
話
、
金
属
加
工
な
ど
で
、
多
様
だ
っ
た
。

工
業
に
従
事
し
て
い
た
引
揚
者
の
多
く
は
、
名

簿
の
「
就
業
に
対
す
る
特
有
な
る
技
能
」
欄
や

「
詳
細
な
る
職
歴
」欄
に
、
積
極
的
に
詳
細
を
書

き
込
ん
で
い
る
。
そ
の
中
の
一
人
は
、「
生
活
安

定
に
対
す
る
意
見
希
望
」欄
に
、「
過
去
二
〇
年

間
ノ
経
験
ヲ
生
カ
シ
其
ノ
方
面
ヘ
就
職
ヲ
希
望

ス
」
と
記
入
し
た
。
彼
ら
に
は
、
再
就
職
へ
の

意
欲
と
自
信
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
満
鉄
社

員
で
詳
細
不
明
の
人
は
、
便
宜
的
に
交
通
業
に

分
類
し
た
。
無
職
の
男
性
の
多
く
は
、
学
生
等

で
あ
る
。

　

女
性
の
大
部
分
は
無
職
で
あ
る
。
世
帯
主
の

妻
や
、
若
い
、
お
そ
ら
く
は
未
婚
の
女
性

で
あ
る
。
男
性
の
多
く
が
公
務
や
工
業
に

従
事
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
妻
た

ち
の
多
く
は
主
婦
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
旧

職
業
欄
に
「
家
事
」
や
「
家
事
手
伝
」
と

書
き
込
ま
れ
て
い
る
女
性
も
い
た
。
数
少

な
い
有
職
者
は
、
若
い
女
性
が
中
心
で
あ

り
、
会
社
員
と
し
て
働
く
人
も
あ
っ
た
。

山
野
村
の
引
揚
者
た
ち

広
島
市
公
文
書
館
歴
史
資
料
専
門
員

　伊 

藤 

公 

一

表２　引揚以前の職業

男 女

農業 4 1

鉱業 1

工業 13 1

商業 3

交通業 6 1

公務・自由業 26 2

その他 2 3

無職 10 64

合計 65 72

　前掲『山野分会 No.2』か

ら，1945年8月15日時点で満15歳 

以上の人物の職業を分類，集計し

た。職業分類は1930年国勢調査

に準拠したが，表現を改めている。

表１　山野村の引揚世帯・引揚者数

引揚世帯数 引揚者数

1946年 9月 58 184

1946年12月31日 N/A 243

1947年 6月 1日 76 236

1947年 6月30日 N/A 224

1955年11月 44 N/A

　「昭和二十一年二月勅令第百一号第五条第二項二依ル結

社届綴」『〔引揚者証明書写外包〕』（山野村役場文書4008），

「受特地区人口実態調査二関スル件」『救済用戦災引揚生貧

物資配給通牒一件』（同上6255），前掲『山野分会 No.2』，

「受特地区人口実態調査に関する件」『公文書綴』（同上

1549），『引揚者名簿』（同上10140）により作成。

『山野分会 No.2』（山野村役
場文書10141）に綴じられている，
引揚世帯ごとの会員名簿の一部。
財産状況や，衣食住に関する要望，
職歴・技能などを調査している。
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引
揚
後
の
窮
状

　

引
揚
者
た
ち
の
生
活
は
、
敗
戦
前
と
は
一
変

し
た
。
一
九
四
七
年
六
月
時
点
の
名
簿
か
ら
確

認
で
き
る
七
十
六
世
帯
の
う
ち
、
世
帯
主
の
親

元
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
三
十
九
世
帯
、
親

戚
方
は
十
二
世
帯
、
自
宅
に
落
ち
着
い
た
の
は

十
世
帯
、
借
家
は
六
世
帯
、
知
人
方
は
二
世
帯
、

不
明
（
住
ま
い
の
詳
し
い
事
情
が
記
入
さ
れ
て

い
な
い
）
は
七
世
帯
だ
っ
た
。
表
２
に
取
り
上

げ
た
六
十
五
名
の
男
性
の
う
ち
四
十
五
名
は
、

引
揚
後
の
現
在
は
無
職
で
あ
る
と
申
告
し
て
い

る
。
無
職
の
中
に
は
「
親
元
ニ
テ
農
業
ノ
手
伝

ヒ
」
を
し
て
い
る
と
記
入
す
る
人
も
い
た
。
女

性
の
ほ
と
ん
ど
は
無
職
だ
が
、
分
類
上
は
同
じ

「
無
職
」で
も
、
植
民
地
や
満
州
国
に
い
た
頃
と

は
意
味
合
い
が
異
な
る
だ
ろ
う
。
詳
細
な
職
業

が
「
家
事
」
や
「
家
事
手
伝
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
女
性
は
い
な
い
。

　

手
持
現
金
や
手
持
品
は
全
く
な
い
と
名
簿
に

明
記
し
て
い
る
の
は
、
八
世
帯
で
あ
る
。
他
に
、

空
欄
ま
た
は
斜
線
等
を
記
入
し
て
い
る
世
帯
が

十
世
帯
あ
る
。
多
く
は
手
持
品
が
な
い
状
態
で

引
き
揚
げ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
人
々

の
引
揚
前
の
住
所
は
、
ほ
と
ん
ど
が
満
州
国
や

朝
鮮
だ
っ
た
。
敗
戦
間
際
の
ソ
連
の
侵
攻
に
伴

い
、
居
住
し
て
い
た
地
域
を
着
の
身
着
の
ま
ま

で
離
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

あ
る
程
度
の
現
金
を
持
っ
て
い
る
世
帯
も
、安

泰
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
九
世
帯
は
、
現
金

以
外
の
手
持
品
が
な
い
と
明
記
し
て
い
る
。
手

持
現
金
・
手
持
品
が
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い

る
世
帯
と
合
わ
せ
る
と
、
少
な
く
と
も
十
七
世

帯
が
必
要
最
低
限
の
衣
類
や
布
団
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

衣
類
の
配
給
を
希
望
し
て
い
る
世
帯
は
、名
簿 

に
明
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
十
七
世
帯
で
、寝

具
は
六
世
帯
で
あ
る
。
現
金
と
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ

ク
数
個
分
の
手
持
品
は
あ
る
も
の
の
、「
着
換
ナ

キ
ヲ
以
テ
配
給
ヲ
願
フ
」、「
寝
具
一
枚
モ
ナ
シ
」

と
、
衣
類
も
寝
具
も
な
い
と
記
入
し
て
い
る
世

帯
も
あ
っ
た
。
名
簿
に
明
記
し
て
い
な
い
だ
け

で
、
衣
類
・
寝
具
の
配
給
を
必
要
と
し
て
い
る

世
帯
は
、
他
に
も
多
数
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　

手
持
現
金
の
中
央
値
は
、
手
持
現
金
が
な
い

世
帯
と
不
明
の
世
帯
と
を
除
外
し
た
場
合
で
も
、

五
〇
〇
円
に
過
ぎ
な
い
。
あ
る
世
帯
は
、
手
持

現
金
は
五
〇
〇
円
で
、
他
に
衣
類
を
所
有
し
て

い
る
と
申
告
し
た
。
し
か
し
、
五
〇
〇
円
の
現

金
に
は「
今
ハ
ナ
シ
」と
い
う
但
し
書
き
が
書
き 

込
ま
れ
て
い
る
。
一
九
四
六
年
二
月
以
降
の
金

融
緊
急
措
置
で
は
、
一
ヶ
月
当
た
り
の
給
与
の

支
払
い
が
五
〇
〇
円
に
制
限
さ
れ
た
。
一
般
的

な
引
揚
世
帯
の
手
持
現
金
は
、一
ヶ
月
分
の
給
与

の
限
度
額
と
同
額
程
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
金

融
緊
急
措
置
の
翌
年
の
一
九
四
七
年
と
も
な
れ

ば
、
イ
ン
フ
レ
は
さ
ら
に
進
行
し
て
い
る
。
比

較
的
手
持
現
金
が
潤
沢
な
引
揚
者
で
さ
え
「
諸

物
価
ノ
高
価
ニ
只
管
困
難
シ
居
ル
」
と
述
べ
て

い
る
。
五
〇
〇
円
の
手
持
現
金
を
す
ぐ
に
使
い

切
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
引
揚
者
に
対
し
、
山
野
村
役
場
は

現
状
の
把
握
に
努
め
、
福
山
地
方
事
務
所
等
と

連
携
し
て
寝
具
や
衣
類
の
配
給
を
行
っ
た
。
海

外
引
揚
者
互
助
会
、
次
い
で
引
揚
同
胞
更
生
会

山
野
分
会
の
当
面
の
役
割
も
、
こ
う
し
た
人
々

が
必
要
と
す
る
物
資
を
調
査
し
、
公
定
価
格
で

配
給
す
る
な
ど
の
「
応
急
援
護
」
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
再
起
を
図
る
引
揚
者
た
ち

　

引
揚
者
た
ち
も
、
座
し
て
救
済
を
待
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
・
彼
女
ら
の
移
動
は

盛
ん
だ
っ
た
。

　

表
３
に
よ
れ
ば
、
引
揚
の
後
、
一
九
四
七
年

ま
で
に
他
地
域
か
ら
山
野
村
へ
流
入
し
た
の
は

五
世
帯
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
親
元
な

ど
に
身
を
寄
せ
て
お
り
、
血
縁
を
頼
っ
て
山
野

村
に
入
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
他
に
も
、
四
六

年
九
月
以
降
に
、
出
産
以
外
の
理
由
で
家
族
数

が
増
え
て
い
る
世
帯
が
あ
る
。
親
戚
等
の
引
揚

者
を
引
き
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

山
野
村
か
ら
の
流
出
は
、
流
入
よ
り
も
は
る

か
に
多
い
。
山
野
村
内
に
定
着
し
て
い
る
引
揚

者
数
は
、
一
九
四
六
年
末
を
ピ
ー
ク
に
漸
減
し

て
い
る
（
表
１
）。こ
の
間
も
引
揚
は
続
い
て
い

る
こ
と
か
ら
、
引
揚
者
の
流
入
以
上
に
、
流
出

が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
四
七
年
六
月
ま

で
に
流
出
し
た
世
帯
は
、
確
認
で
き
る
だ
け
で

も
二
十
二
世
帯
で
あ
る
（
表
３
）。朝
鮮
か
ら
の

引
揚
が
本
格
化
し
て
か
ら
、
ま
だ
二
年
も
経
っ

て
い
な
い
。
前
に
見
た
よ
う
に
、
世
帯
主
ら
が

無
職
で
あ
る
ケ
ー
ス
は
非
常
に
多
く
、
名
簿
に 

も
就
職
希
望
を
書
き
込
む
人
は
多
か
っ
た
。「
余

り
内
地
人
の
人
情
無
き
を
悲
し
む
。
再
度
渡
台

希
望
す
」と
、引
揚
元
の
台
湾
に
戻
り
た
い
と
述

べ
る
人
も
い
た
。
村
外
へ
の
移
動
に
対
す
る
志

向
は
、態
度
や
内
容
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、相

当
数
の
世
帯
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

引
揚
者
の
流
入
出
は
、
一
九
四
七
年
以
降
も

続
い
た
。
五
五
年
十
一
月
、
山
野
村
に
居
住
し

て
い
る
引
揚
世
帯
は
四
十
四
だ
っ
た
。
こ
の
う

ち
、四
七
年
六
月
ご
ろ
、既
に
山
野
村
に
居
住
し

て
い
た
の
は
、
三
十
二
世
帯
だ
っ
た
。
残
り
の

十
二
世
帯
の
う
ち
十
一
世
帯
は
、
四
七
年
六
月

よ
り
も
前
に
引
き
揚
げ
て
お
り
、
し
か
も
山
野

村
が
本
籍
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
十
一
世
帯
は
、
一
度
は
本
籍
地
等
に

居
住
し
、
後
に
山
野
村
へ
移
動
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
残
り
一
世
帯
は
、
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
、

四
九
年
に
引
き
揚
げ
て
き
た
人
物
と
そ
の
家
族

だ
っ
た
。

　

一
九
四
七
年
か
ら
五
五
年
ま
で
の
間
、
村
に

定
着
し
て
い
た
三
十
二
世
帯
の
人
々
の
多
く
は
、

農
業
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
引
揚
当
初
、

生
活
安
定
の
手
段
と
し
て
農
業
に
関
す
る
事
項

を
記
入
し
た
人
は
少
な
か
っ
た
。
多
く
の
人
々

は
、
当
面
の
衣
食
住
の
問
題
に
関
心
を
集
中
し

表３　引揚者世帯数の変化

1947年6月 1955年11月

定着 76 44

定着世帯中の
新規流入

5 12

流出 22 44

　前掲『〔引揚者証明書写外包〕』，『山野分会 

No.2』『引揚者名簿』の名簿より集計。定着は，

その時点で定着している引揚世帯の合計。定着

世帯中の新規流入は，以前の名簿には存在しな

かった世帯。流出は、ひとつ前の名簿の作成時

に存在した世帯と，名簿作成後に流入した世帯

のうち，新しい名簿上には存在しない世帯。



40号広島県立文書館だより

4

て
い
た
し
、
何
ら
か
の
専
門
的
な
技
能
が
あ
る

人
々
は
、
再
就
職
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
。

就
農
し
た
い
と
明
記
し
た
引
揚
者
は
、「
就
農
致

度
も
耕
地
な
し　

他
に
就
職
も
可
」、「
国
有
林
又

ハ
山
林
ヲ
開
拓
」を
希
望
す
る
と
述
べ
て
お
り
、

十
分
な
農
地
を
所
有
し
て
い
な
い
状
態
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
配
給
や
農
業
の
手

伝
い
等
で
急
場
を
し
の
い
だ
人
々
の
多
く
は
、や
が 

て
就
農
し
て
い
っ
た
（
表
４
）
。
少
数
な
が
ら
、

村
内
に
居
住
を
続
け
、
公
務
や
商
業
に
従
事
し

た
人
々
も
い
た
。
引
揚
者
の
一
人
は
、
山
野
村

が
加
茂
町
の
一
部
と
し
て
合
併
の
列
に
加
わ
っ

た
と
き
、
村
役
場
の
幹
部
に
な
っ
て
い
た
。

　

一
九
四
七
年
六
月
の
名
簿
と
、
五
五
年
の
名

簿
と
を
照
合
す
る
と
、
こ
の
間
に
少
な
く
と
も

四
十
四
世
帯
が
村
外
へ
流
出
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る（
表
３
）。四
七
年
の
時
点
で
は
親
元
に

戻
っ
て
い
た
三
十
九
世
帯
の
う
ち
、
二
十
九
世

帯
は
す
で
に
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
世
帯
の

緊
急
避
難
的
な
生
活
は
終
わ
り
、
村
を
去
っ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
敗
戦
前
ま
で
海
外
で

工
業
に
従
事
し
た
人
々
の
多
く
は
、
再
就
職
の

機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
彼
ら
を
世
帯
主
に

擁
す
る
の
は
十
三
世
帯
だ
が
、
五
五
年
十
一
月

の
時
点
で
山
野
村
に
残
っ
て
い
た
の
は
、
五
世

帯
だ
け
で
あ
る
。
少
な
く
な
い
世
帯
主
が
新
し

い
仕
事
を
求
め
、世
帯
ご
と
再
び
旅
立
っ
て
行
っ

た
の
だ
ろ
う
。
海
外
で
培
っ
た
技
能
を
活
か
し

た
い
と
い
う
彼
ら
の
希
望
は
、
叶
え
ら
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

一
九
五
五
年
、
日
本
の
国
民
総
生
産
や
鉱
工

業
生
産
指
数
は
戦
前
水
準
を
回
復
し
、上
回
り
つ

つ
あ
っ
た
。
第
二
次
産
業
の
就
業
者
は
増
加

し
続
け
て
い
た
。
山
野
村
を
去
っ
た
引
揚
者
た
ち 

は
、
未
だ
高
齢
と
は
言
い
難
い
人
も
多
い
。
高

度
経
済
成
長
へ
の
助
走
を
下
支
え
し
た
人
々
の

中
に
、
彼
ら
の
姿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議

は
な
い
。

　

広
島
県
内
に
は
、
明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）

に
一
、
一
七
四
の
町
村
が
存
在
し
て
い
ま
し
た

が
、
明
治
、
昭
和
、
平
成
の
三
度
に
及
ぶ
「
大

合
併
」
を
経
て
、
現
在
で
は
二
三
の
市
町
に
再

編
さ
れ
て
い
ま
す
。
合
併
に
よ
っ
て
、
財
政
基

盤
の
強
化
や
行
政
能
率
の
向
上
な
ど
の
成
果
が

上
が
り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
周
辺
部
の
活

力
低
下
や
住
民
と
行
政
と
の
距
離
拡
大
な
ど
の

課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
展
で
は
、
広

島
県
立
文
書
館
が
所
蔵
す
る
行
政
文
書
や
古
文

書
の
中
か
ら
、
市
町
村
合
併
の
経
緯
を
跡
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
紹
介
し
、
そ
の
歴
史

的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

展
示
構
成
と
主
な
展
示
資
料
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

　
一
　
戦
前
の
市
町
村
合
併

（
一
）
市
制
・
町
村
制
の
施
行
と
「
明
治
の
大

合
併
」

・
市
制
及
町
村
制
公
布
の
上
諭
（
芸
北
町
役
場

収
集
文
書
）

・
事
務
引
継
目
録　

三
谿
郡
元
敷
地
村
外
四
ヶ

村
戸
長
役
場　

明
治
二
十
二
年（
奥
家
文
書
）

・
町
村
制
実
施
ニ
関
渉
ノ
書
類
纏　

下
村
外

一
ヶ
村
戸
長
役
場　

明
治
二
十
一
年
〜
（
県

史
編
さ
ん
室
収
集
資
料
）

（
二
）
大
正
〜
昭
和
初
期
の
合
併

・
広
島
市
町
村
合
併
ニ
関
ス
ル
調
査
書　

昭
和

二
年
（
小
川
家
文
書
）

・
最
新
大
広
島
市
街
地
図 

広
島
・
広
文
館　

昭

和
四
年
三
月
（
長
船
友
則
氏
収
集
資
料
）

二
　「
昭
和
の
大
合
併
」

（
一
）
合
併
の
方
針
と
計
画

・
因
島
市
（
仮
称
）
設
置
の
栞　

昭
和
二
十
七

年
十
二
月
（
県
行
政
文
書
）

・
町
村
合
併
計
画
書　

昭
和
二
十
八
・
二
十
九

年
度
（
県
行
政
文
書
）

（
二
）
合
併
の
進
展
と
課
題

・
広
島
県
町
村
合
併
状
況
図　

昭
和
三
十
五
年

（
山
田
廸
孝
文
書
）

・
町
村
合
併
関
係
綴　

山
野
村　

昭
和
二
十
八

〜
三
十
年
度
（
山
野
村
役
場
文
書
）

・
広
島
県
・
島
根
県
境
界
変
更　

昭
和
二
十
六

〜
二
十
八
年
度
（
県
行
政
文
書
）

（
三
）
新
市
町
村
建
設
促
進

・
各
市
町
村
の
建
設
計
画
書
（
行
政
資
料
）

・
各
市
町
村
の
観
光
資
料
、
要
覧（
昭
和
三
十

〜
五
十
年
代
）（
県
行
政
文
書
、
行
政
資
料
）

三
　
広
域
市
町
村
圏
の
形
成

（
一
）
広
島
市
の
広
域
合
併

・
広
島
広
域
都
市
圏
建
設
基
本
計
画　

第
１
部

基
本
構
想　

昭
和
四
十
二
年
（
行
政
資
料
）

・
広
島
市
・
沼
田
町
合
併
協
定
書
、
合
併
建
設

計
画
書　

昭
和
四
十
五
年
（
行
政
資
料
）

（
二
）
福
山
市
の
広
域
合
併

・
福
山
市
建
設
計
画
書　

福
山
市
・
松
永
市
合

併
協
議
会　

昭
和
四
十
一
年
（
行
政
文
書
）

・
福
山
市
ほ
か
７
町
合
併
に
よ
る
福
山
広
域
都

《
収
蔵
文
書
展
に
よ
せ
て
》

広
島
県
の
市
町
村
合
併

表４　世帯主の職業の変化

引揚前 1947年ごろ 1955年11月

農業 9 21

鉱業 1

工業 5 1 1

商業 3 1

交通業 4

公務・自由業 13 3

その他 1 1

無職 5 22 5

　前掲『山野分会 No.2』，『引揚者名簿』より集計。1955

年11月，山野地区（同年，町村合併により山野村は加茂町の 

一部になった）に居住していた引揚世帯のうち，47年以降，

同地区に定着し続けていた32世帯のみを対象としている。
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市
構
想
（
案
）　

昭
和
四
十
五
年
（
山
野
村

役
場
文
書
）

（
三
）
賀
茂
学
園
都
市
建
設
構
想
と
東
広
島
市

の
誕
生

・
東
広
島
市
建
設
基
本
計
画
書（
小
池
秀
男
文
書
）

・
市
町
村
振
興
／
東
広
島
市
合
併
関
係（
１
）昭

和
四
十
九
年
度
（
県
行
政
文
書
）

四
　
「
平
成
の
大
合
併
」

・
広
島
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱　

広
島
県　

平
成
十
二
年
（
行
政
資
料
）

・
こ
れ
か
ら
の
市
町
村
合
併　

広
島
県
（
行
政

資
料
）

・
各
市
町
村
の
合
併
建
設
計
画
（
行
政
資
料
）

（
荒
木
清
二
）

収蔵文書展　広島県の市町村合併
期間　平成28年３月28日（月）～６月11日（土）
場所　広島県立文書館展示室

関連行事　文書館講演会
　　　　　　（収蔵文書展に関連した内容を予定）
期日　平成28年６月４日（土） 10:00～12:00
場所　広島県立文書館研修・会議室
講師　荒木　清二（当館主任研究員）
申込　電話・葉書・FAXまたはEメールで
　〒730-0052　広島市中区千田町3-7-47
　　　広島県立文書館
　　 TEL 082-245-8444　FAX 082-245-4541
　　 Eメール　monjokan@pref.hiroshima.lg.jp

「昭和の大合併」前の広島市周辺
「これからの市町村合併　新しい市町村合併特例法の
あらまし」　広島県（行政資料 2050/2011/413）

「因島市（仮称）設置の栞」　広島県　昭和27年
［広島県行政文書（旧長期保存文書）100592所収］

事務引継目録　三谿郡元敷地村外四ヶ村戸長役場　明治22年
（奥家文書200805/近代64 所収）
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文
書
館
が
収
蔵
す
る
歴
史
資
料
に
は
、
旧
家

や
寺
社
・
団
体
な
ど
に
伝
わ
っ
た
伝
来
文
書
ば

か
り
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
収
集

文
書
（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
）
と
呼
ば
れ
る
も

の
も
一
定
の
割
合
で
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
郷
土
史
研
究
家
や
収
集
家
個
人 

の
長
年
に
わ
た
る
地
道
な
研
究
・
収
集
活
動
の

「
遺
産
」で
あ
り
、
彼
ら
の
努
力
が
な
け
れ
ば
、

今
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多

い
。
そ
の
点
で
、
伝
来
文
書
と
は
異
な
る
性
格

と
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。

　

以
下
、
当
館
が
収
蔵
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
的

資
料
群
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
（
な
お
、
こ

こ
で
紹
介
す
る
の
は
、
全
て
故
人
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
原
則
と
し
て
敬
称
は
省
略
し
た
）。

　
■
青
木
茂
氏
旧
蔵
文
書

　

青
木
茂（
一
八
九
八
〜
一
九
八
四
）は
、
尾
道
地

方
を
主
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
社
会
経
済
史
・
地

方
史
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
、
尾
道
市
立
短

期
大
学
教
授
・
神
戸
学
院
大
学
経
済
学
部
教
授

を
歴
任
し
た
。『
尾
道
市
史（
旧
版
、
全
三
巻
）』、

『
新
修
尾
道
市
史（
全
六
巻
）』、『
因
島
市
史
』
等

の
市
史
を
手
が
け
、
そ
の
他
に
も
『
近
世
に
お

け
る
富
籤
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
な
ど
の
著

作
が
あ
る
。

　

ま
た
、
青
木
は
、
尾
道
地
方
を
中
心
と
し
た

資
料（
古
文
書
類
）の
調
査
収
集
に
も
努
め
て 

お
り
、
そ
れ
ら
収
集
し
た
資
料
を『
尾
道
市
史
』

を
は
じ
め
と
す
る
著
作
類
に
活
用
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
古
文
書
は
、
青
木
の
没
後
、
金
光

教
団
に
寄
贈
さ
れ
、
金
光
図
書
館
が
架
蔵
し
て

い
た
が
、平
成
十
二
年（
二
〇
〇
〇
）七
月
に
当
館

に
寄
贈
さ
れ
た
。

　　　　　　　　　　　　　

尾
道
町
年
誌
（
右
）　
　

右
に
掲
げ
た
尾
道

十
四
日
町
年
誌
は
、
江
戸
中
期
か
ら
幕
末
に
か

け
て
同
町
の
町
年
寄
が
作
成
し
た
、
い
わ
ゆ
る

「
御
用
留
」で
あ
る
。
近
世
尾
道
町
の
研
究
に
は

不
可
欠
の
基
礎
的
資
料
で
あ
る
。
た
だ
し
、
伝

存
し
な
い
年
も
多
い
。

　

こ
れ
ら
の
多
く
は
、
幕
末
に
十
四
日
町
年
寄

を
勤
め
た
豪
商
橋
本
家
に
、
廃
藩
後
も
保
管
さ

れ
て
い
た
が
、
戦
前
期
に
青
木
茂
が
同
家
な
ど

か
ら
譲
り
受
け
て
い
る
。

　

富
く
じ
札
（
下
）　
　

青
木
茂
に
は
近
世
富

く
じ
の
研
究
書
も
あ
り
、
実
物
の
収
集
も
行
っ

て
い
る
。

　

富
く
じ
は
興
業
的
賭
博
と
し
て
、
禁
制
の
対

象
に
な
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
各
地
で
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。

　

左
に
掲
げ
た
の
は
、
尾
道
で
行
わ
れ
て
い
た

富
く
じ
の
札
で
、
形
式
的
は
物
品
の
入
札
と
い

う
体
で
あ
る
が
、
実
態
は
富
く
じ
そ
の
も
の
で

あ
る
。
今
の
宝
く
じ
と
は
異
な
り
、
あ
ら
か
じ

め
札
に
書
い
て
あ
る
番
号
で
当
た
り
は
ず
れ
が

決
ま
る
の
で
は
な
く
、
札
を
購
入
し
た
者
が
何

か
文
言
や
絵
を
書
い
て
お
き
、
そ
れ
が
当
た
り

は
ず
れ
を
識
別
す
る
印
と
な
っ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■
永
井
彌
六
氏
収
集
文
書

　

永
井
彌
六（
一
九
〇
四
〜
二
〇
〇
〇
）は
、
高
田

郡
三
田（
現
広
島
市
安
佐
北
区
白
木
町
三
田
）出

身
の
郷
土
史
研
究
家
。

　

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
二
年（
一
九
四
七
）、三

田
村
長
と
な
り
、
町
村
合
併
後
は
白
木
町
長
を 

昭
和
四
十
三
年（
一
九
六
八
）ま
で
勤
め
た
。
公
職

の
傍
ら
、
近
世
農
村
の
研
究
を
続
け
、『
広
島
藩

の
農
村
』『
広
島
藩
の
庄
屋
』『
安
芸
国
高
田
郡
郷

土
史
こ
ぼ
れ
ば
な
し
』『
わ
が
ふ
る
さ
と
三
田
』

等
、
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

　

数
は
多
く
な
い
が
、
研
究
の
傍
ら
古
文
書
類

も
収
集
し
て
お
り
、
近
世
村
方
文
書
の
ほ
か
、
富

く
じ
札
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　　　　
　
三
田
村
指
出
帳
（
右
）　
　

村
指
出
帳
は
、村

ご
と
に
提
出
し
た
村
勢
要
覧
の
よ
う
な
も
の
で
、

村
明
細
帳
と
も
呼
ば
れ
る
。
村
高
、
年
貢
率
の

変
遷
、
雑
税
の
種
目
と
額
、
人
口
や
村
内
寺
社
、

周
辺
村
と
の
里
程
な
ど
、
そ
の
村
の
基
本
的
な

情
報
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
永
井
は
最
初
の
著

作
『
広
島
藩
の
農
村
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を

収
蔵
文
書
の
紹
介

収
集
さ
れ
た
資
料
群

尾道十四日町年誌（青木茂氏旧蔵文書）
宝永２年（1705）〜嘉永５年（1852）

高田郡三田村差出シ帳　享保３年（1718）６月　　　　　　　　　
　　　　　　　表紙と冒頭部分　永井彌六氏収集文書 199401/6

富くじ札　　　　　青木茂氏旧蔵文書200004/300/9
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活
用
し
て
い
る
。

　　　　　　　　　
　『
広
島
藩
の
農
村
』（
右
）　
　

永
井
の
最
初

の
著
作
で
あ
る『
広
島
藩
の
農
村
』（
昭
和
二
十

五
年
七
月
刊
）は
、
村
長
職
を
勤
め
な
が
ら
書

い
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
か
ら

専
門
家
の
目
に
も
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
■
山
田
廸み
ち
た
か孝
文
書

　

山
田
廸
孝
（
一
九
二
〇
〜
一
九
九
八
）
は
、
戦
後

長
く
広
島
県
職
業
安
定
課
に
勤
め
た
。
山
田
は
、

い
わ
ゆ
る
郷
土
史
研
究
家
で
は
な
い
が
、
高
度

成
長
期
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
県
内
を
隈
な
く
歩

き
、
観
光
パ
フ
レ
ッ
ト
類
を
収
集
・
保
存
し
て

い
た
。

　

観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
は
、
大
衆
観
光
の
普

及
と
と
も
に
多
数
が
世
に
出
さ
れ
、
多
く
の
人

の
手
に
渡
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
と
し
て

は
一
時
的
な
使
用
を
目
的
と
す
る
も
の
な
の
で
、

体
系
的
に
残
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
観
光
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
に
限
ら
な
い
が
、
大
量
に
印
刷
さ

れ
配
布
さ
れ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
そ
れ
故
に
残
さ

れ
に
く
い
資
料
が
利
用
し
や
す
い
状
態
で
残
っ

て
い
る
こ
と
は
、
山
田
の
よ
う
な
収
集
家
の
お

か
げ
で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
右
）　
　

昭
和
二
十

年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
の
観
光
と
レ
ジ 

ャ
ー
に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
を
山
田
は
い

く
つ
も
遺
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
市
町
村
だ

け
で
な
く
観
光
関
連
会
社
や
団
体
が
作
成
し
た

も
の
も
多
く
、
当
時
の
観
光
状
況
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

（
長
沢　

洋
）

三み

吉よ
し

家
文
書
（
寄
贈
）

　

比
婆
郡
口こ
う
な
ん
そ
ん

南
村
の
書
記
な
ど
を
務
め
た
、
同

村
湯
木
の
三
吉
家
に
伝
来
し
た
文
書
二
二
三
点
。

明
治
か
ら
昭
和
の
経
営
帳
簿
や
和
書
な
ど
。

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
一
）

近
藤
憲
男
氏
所
蔵
文
書
（
寄
贈
）

　

昭
和
十
年
代
、
賀
茂
郡
広
村
立
実
家
高
等
女

学
校
の
教
員
辞
令
な
ど
四
点
。

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
二
）

藤
原
浩ひ
ろ
の
ぶ修

氏
収
集
資
料
（
寄
贈
）

　

大
正
・
昭
和
時
代
の
社
会
運
動
家
小こ
み
や
ま

宮
山
富と
み

恵え

氏
に
関
す
る
文
書
や
、歌
人
で
、三
菱
広
島
・

元
徴
用
工
被
爆
者
裁
判
を
支
援
す
る
会
共
同
代

表
を
務
め
た
深ふ
か
が
わ
む
ね
と
し

川
宗
俊
氏
が
収
集
し
た
文
化
運

動
関
連
の
刊
行
物
、
且か
つ
は
ら原

純す
み
お夫

氏
が
収
集
し
た

共
産
党
中
国
地
方
委
員
会
が
発
行
し
た
機
関
紙

類
の
コ
ピ
ー
な
ど
、
総
計
一
三
七
四
点
。

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
三
）

土ひ
じ
か
た方
家
文
書
（
寄
託
）

　

土
方
家
は
安
芸
郡
上
瀬
野
村
庄
屋
や
、
明
治

に
な
っ
て
上
瀬
野
小
学
校
長
な
ど
を
務
め
た
。

和
書
や
、
広
島
藩
士
荒
木
儀
助
の
勤
務
関
係
資

料
な
ど
一
三
九
点
。 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
四
）

平
野
家
文
書
（
寄
贈
）

　

世
羅
郡
津
口
村
で
庄
屋
、
大
正
年
間
に
は
同

郡
津つ

く

し
久
志
村
長
を
務
め
た
平
野
家
に
伝
来
し
た

文
書
九
九
八
点
。 
（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
五
）

広
島
県
信
用
組
合
文
書
（
寄
託
）

　

広
島
県
信
用
組
合
（
略
称
ケ
ン
シ
ン
）
が
六

十
年
史
を
編
纂
（
平
成
二
十
六
年
発
行
）
し
た

際
に
使
用
し
た
資
料
、
一
六
五
一
点
。

　

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
六
）

楠
　

功
氏
所
蔵
資
料
（
寄
贈
）

　

双
三
郡
三
次
町
に
所
属
す
る
隣
組
の
一
つ
、横よ

こ

町ち
ょ
う

常
会
の「
例
規
」（
昭
和
二
十
一
年
）、一
点
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
七
）

小
西
正
則
氏
所
蔵
資
料
（
寄
贈
）

　

小
西
正
則
氏
は
広
島
市
の
部
落
解
放
運
動
活

動
家
。
小
西
氏
が
収
集
し
た
資
料
な
ど
、
五
五

点
。 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
八
）

沖
田
恭
祐
氏
収
集
資
料
（
寄
託
）

　
「
は
る
な
週
報
」、「
榛
名
日
日
新
聞
」、「
榛

名
新
聞
」
な
ど
、
戦
艦
榛
名
の
艦
内
新
聞
（
昭

和
十
年
〜
十
二
年
）
五
九
点
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
九
）

桒く
わ
ば
ら原
家
文
書
（
寄
贈
）

　

安
芸
郡
牛
田
村
の
桒
原
家
に
伝
来
し
た
「
女

用
文
章
」
（
女
子
用
手
本
）
な
ど
三
点
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
〇
）

日ひ

詰づ
め

吾
朗
旧
蔵
文
書
（
寄
贈
）

　

幕
府
の
大
坂
御
金
蔵
に
関
わ
る
一
年
間
の
収 

入
・
支
出
を
、
江
戸
の
勘
定
所
に
報
告
す
る
た
め

に
作
成
さ
れ
た
享
和
二
年（
一
八
〇
二
）分
の「
大

坂
御
金
蔵
金
銀
并
灰
吹
銀
納
払
御
勘
定
帳
」。戊

辰
戦
争
に
従
軍
し
た
沼
田
郡
久く

ち地
村
の
日
詰
弁

蔵
が
、
戦
利
品
と
し
て
得
た
も
の
と
伝
わ
る
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
一
）

加
藤
家
文
書
（
寄
贈
）

　

昭
和
二
十
二
年
「
天
皇
陛
下
中
国
御
巡
行
警

衛
一
件
」、昭
和
二
十
六
年「
天
皇
・
皇
后
両
陛

下
警
衛
一
件
」
と
、
山
中
高
等
女
学
校
の
教
科

平
成
二
十
六
年
度
に
収
集
し
た
古
文
書
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書
な
ど
、
一
六
点
。 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
二
）

景
山
家
文
書
（
寄
託
）

　

東
広
島
市
八
本
松
町
原
の
雷
い
か
づ
ち八
幡
神
社
な
ど

の
宮
司
で
あ
る
景
山
家
で
収
集
し
た
、
古
事
記

や
日
本
書
紀
な
ど
の
和
書
類
、
三
八
点
。

 
（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
三
）

渡
部
正
信
氏
所
蔵
文
書
（
寄
贈
）

　

広
島
市
東
区
の
清し
み
ず
だ
に

水
谷
神
社
へ
寄
贈
さ
れ
た

「
広
島
藩
領
内
絵
図
」。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
四
）

宇
高
家
文
書
（
寄
託
）

　

難な
ん
ば波
一い
っ
ぽ甫
流
の
免
許
目
録
や
褒
書
、
起
請
文

な
ど
、
武
術
関
係
文
書
四
二
点
。
難
波
一
甫
流

は
江
戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
武
家
や
農
村
で

隆
盛
し
た
剣
術
、
槍
術
な
ど
の
総
合
武
術
。
沼

田
郡
阿
戸
村
で
は
、
宇
高
宗
助
直
常
、
そ
の
跡

を
継
い
だ
有
馬
家（
明
治
以
降
、
宇
高
と
改
姓
）

が
三
代
に
わ
た
っ
て
難
波
一
甫
流
を
指
導
し
た
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
〇
五
）

金
井
家
文
書
（
寄
贈
）

　

明
治
末
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
、
双
三

郡
三
次
町
で
醸
造
・
酒
造
な
ど
も
営
む
地
主
で

あ
っ
た
金
井
家
の
家
計
簿
な
ど
九
点
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
六
）

安
原
家
文
書
（
寄
贈
）

　

御み

調つ
ぎ

郡
市
村
で
初
代
村
長
を
務
め
た
安
原
家

の
分
家
の
交
際
記
録
な
ど
三
点
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
七
）

森
家
文
書
（
寄
贈
）

　

高
田
郡
秋
山
村
の
庄
屋
で
、
維
新
後
は
同
村

の
少
長
や
戸
長
を
務
め
た
森
家
に
伝
来
し
た
文

書
、
勝
田
村
「
国
郡
志
御
用
ニ
付
下
し
ら
へ
書

出
し
帖
」
や
、
明
治
十
年
代
の
戸
長
役
場
文
書

な
ど
七
七
九
点
。 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
八
）

広ひ
ろ
し
ま
ろ
う
お
ん

島
労
音
機
関
紙
（
寄
贈
）

　

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
発
足
し
た

「
広
島
労
音
」の
、
発
足
か
ら
昭
和
四
十
年
ま
で

の
機
関
紙
一
二
五
点
。

 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
一
九
）

井
上
家
文
書
（
寄
贈
）

　

神
石
郡
高た
か
ふ
た蓋

村
の
井
上
家
文
書
の
う
ち
、
大

正
か
ら
昭
和
初
期
の
備
後
銀
行
上
下
支
店
・
高

蓋
派
出
所
関
係
の
帳
簿
類
や
書
類
な
ど
。
一
六

点
。 

（
請
求
番
号
二
〇
一
四
二
〇
）

　　

こ
の
ほ
か
、
山
県
郡
加
計
村
・
井
上
家
文
書

（
寄
託
、
二
〇
〇
七
〇
九
）二
八
九
点（
書
簡
や

訴
訟
関
係
文
書
）
が
追
加
さ
れ
、
合
計
古
文
書

は
二
六
三
、
七
五
八
点
と
な
っ
た
。

４
月
４
日　

収
蔵
文
書
紹
介
展
示
「
被
爆
時
の

県
知
事
高
野
源
進
と
そ
の
書
簡
」

常
設
展
を
一
新

５
月
23
日　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
ス
ク
ー
リ
ン
グ

５
月
30
日　

平
成
26
年
度
広
文
協
総
会

６
月
６
日　
「
文
書
館M

onthly Report

」サ
イ

ト
公
開
開
始

６
月
７
日　

文
書
館
講
演
会

６
月
14
日　

古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

７
月
14
日　
「
今
日
の
文
書
館
」
サ
イ
ト
公
開

開
始

７
月
18
日　

県
庁
選
別
文
書
を
中
間
書
庫
へ
搬

入

７
月
19
日　

続
古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

８
月
５
日　

安
田
女
子
大
学
学
外
実
習

８
月
25
日　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
３
名
受
入

８
月
26
日　

ロ
ビ
ー
に
新
案
内
板
を
設
置

９
月
１
日　

県
庁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展「
広
島
県
庁

舎
の
戦
災
復
興
」（
19
日
ま
で
）

　
　
　
　
　

被
災
写
真
ア
ル
バ
ム
修
復
開
始

９
月
４
日　

収
蔵
文
書
紹
介
展
示「
郷
土
史
研
究

家
・
収
集
家
た
ち
の
遺
し
た
資
料
」

９
月
10
日　

駒
澤
大
学
文
学
部
見
学

９
月
26
日　

広
文
協
第
１
回
研
修
会

10
月
31
日　

収
蔵
文
書
紹
介
展
示
「
収
蔵
資
料

に
み
る
昔
の
旅
の
和
歌
・
唱
歌
」

11
月
１
日　
「
古
典
の
日
」
公
開
講
座

11
月
28
日　

保
存
管
理
講
習
会

12
月
４
日　

被
災
写
真
対
処
法
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
サ
イ
ト
公
開

１
月
26
日　

収
蔵
文
書
紹
介
展
示
「
五
十
年
前

の
広
島
県
政
」

２
月
５
日　

広
文
協
第
２
回
研
修
会

２
月
９
日　
「
被
災
ア
ル
バ
ム
修
復
と「
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
」作
成
の
取
組
み
」が
県
庁

内
の
12
月
「
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
大
賞
」
を
受
賞

３
月
13
日 

文
書
館
だ
よ
り
39
号
発
行

３
月
14
日 

広
島
大
学「
地
域
ア
カ
デ
ミ
ー
二
〇

一
四
」

３
月
27
日 
収
蔵
文
書
展
「
広
島
藩
士
三
好
家

文
書
展
」
開
始

広
島
県
立
文
書
館
だ
よ
り　

第
四
十
号

平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年
三
月
十
三
日
発
行

編
集
発
行　

広
島
県
立
文
書
館

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
七
―
四
七

電　
　

話　

〇
八
二
―
二
四
五
―
八
四
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
八
二
―
二
四
五
―
四
五
四
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.pref.hiroshim

a.lg.jp 
/site/m

onjokan/

印　
　

刷	

株
式
会
社　

沼
田
総
合
印
刷

利
用
案
内

■
開
館
時
間

　

＊ 

月
〜
金
曜
日 

９
時
〜
17
時

　

＊ 

土
曜
日 

９
時
〜
12
時

■
休　
館　
日

　

＊ 

日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日

　

＊ 

年
末
年
始（
12
月
28
日
〜
１
月
４
日
）

■
交　
　

通

　

＊ 

Ｊ
Ｒ
広
島
駅
か
ら
バ
ス（
ベ
イ
シ
テ
ィ 

経
由
広
島
港
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
方
面 

行
き
）で
「
広
島
県
情
報
プ
ラ
ザ
前
」

下
車
、又
は
路
面
電
車（
紙
屋
町
経
由 

広
島
港
行
き
）
で
広
電
本
社
前
下
車 

約
五
〇
〇
ｍ
、
県
情
報
プ
ラ
ザ
２
Ｆ

平
成
二
十
六
年
度
の
主
な
で
き
ご
と


